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★このページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは行政課（（２８）９１３０）まで。

※市から接種に当たってお金を求めることはありません。不審な電話には騙されないようご注意ください。

　一宮市が発行したクーポン券（接種券）で接種を受けた方のうち、海外渡航のために

「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）」の発行を希望する方

が対象です。

新 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 接 種

▼
申請方法

【問】新型コロナワクチン接種推進室　（７２）１３８９

新型コロナワクチン接種コールセンター

  ０５８６（５２）７７５５
午前８時３０分～午後５時１５分

（９月３０日までは土・日曜日、祝日も開設）

新型コロナワクチン接種

情報サイト

最新の情報はウェブサイトで

ご確認いただけます。

１０４１１４０ＩＤこちらから ▼

１０４１８６０ＩＤ 申請書ダウンロード可

　必要書類を郵送、または保健セン

ター・市保健所保健総務課に持参し

てください。

　受け付け後、書類の不備がなけ

れば、１週間ほどで証明書を発行し、

返信用封筒で送付します。

ワクチンパスポートの交付申請を受け付けています

ワクチンパスポートは、海外渡航向けです

▼

接種を希望する未成年の方へ

　未成年の方が新型コロナワクチンの接種を希望される場合は、年齢によって保護者の

同伴などが必要です。下記をご確認の上、接種会場にお越しください。

▼
１２歳～１５歳の方

▼
１６歳・１７歳の方

▼
１８歳・１９歳の方

高校生の方は「１６歳・１７歳の方」と同じ扱いです。

高校生以外の方は「２０歳以上の方」と同じ扱いです。予診票には
接種者本人の署名・連絡先を記入してください。

▲クーポン券（接種券・接種済証）

保護者は同伴不要です。

予診票に接種者本人の署名が必要です。▼ 保護者が同伴できない場合、親族等（祖父

母、２０歳以上の兄弟など）の同伴も可

原則、保護者の同伴が必要です。

予診票に保護者（代理の同伴者）の署名
が必要です。

予診票の電話番号は保護者の連絡先を
記入してください。

国内では

をご利用ください。

接種済証
（クーポン券の接種済証部分）

１０４１９６８ＩＤ

▼ 親族等が同伴される場合も、委任状が必要

▼ 必要な方は、ウェブサイトからダウンロー

ドまたはお問い合わせください。

海外渡航向けの

予診票の電話番号は保護者の連絡先を記入してください。
保護者が同伴できない場合、委任状の
提出が必要です。




